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1. 開催日時    令和 8年 2月 6日(金)  午後 1時 54 分から午後 2時 24 分 

2. 開催場所    つがる市役所3階会議室 

3. 出席委員数   36 人中､31 人出席 

4. 出席委員名 

1.松橋　正行　 4.盛　　彰一   5.三橋　美也　 6.杉野森由美子 7.小笠原　繁 

8.長谷川勝則   9.田戸岡　誠　10.太田　善造  11.三橋　　衛  12.野宮富喜子 

13.笠井　正己  14.新岡　　亮  15.吉田　秀美  17.葛西　勝久  18.秋田谷廣次 

19.工藤しのぶ  20.成田　金春  21.杉森　広宣  22.今    輝義  23.鎌田　  誠 

25.長谷川一幸  26.工藤　恒實  28.小山内  壽  29.藤本　正彦  30.工藤　正樹 

31.稲葉　武彦  32.福井二三夫  33.工藤  　宰  34.横山　治彦  35.神    文敏 

36.浅見　春樹  計 31 人 

 

5. 欠席委員　2.古坂　光司　3.髙橋　敦樹　16.菊池　昭二　24.三橋　  弘 

27.長谷川秀樹　計 5人　 

 

6. 議事日程 

第 1  議事録署名委員の指名 

第 2  会期の決定 

第 3　提出議案の上程 

  　報告第　２号　農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

　　報告第　３号　公売買受適格者に係る農地法第３条許可書の交付について 

議案第１０号　農地法第３条第１項の規定に基づく許可処分の取消しについて 

議案第１１号　農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

　　議案第１２号　農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

議案第１３号　農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

議案第１４号　農地に該当するか否かの判断について 

議案第１５号　農用地利用集積等促進計画作成の要請について 

 

第 4　諸般の報告 

 

7. 職務のため出席した事務局職員の職氏名 

局　長：中野拓哉　副参事：竹内攻規　次　長：村田龍治　主  事：坂本千怜 

専門員：吉田真也　任用職員：工藤賢聖　計 6人 

 

8. 会議の概要 

事務局長(中野拓哉) 

委員の皆様が揃いましたので、｢令和８年第２回(２月)つがる市農業委員会総会｣ 

を開会致します。開会にあたり、会長から挨拶がございます｡ 

 

会長あいさつ（藤本正彦） 

　委員の皆様方には、悪天候の中、総会にご出席いただきましてありがとうございま 

す。暦の上では立春という事で春に近づいておりますけれども、ご覧のとおり自然災 
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害、雪が多くて、事故等もありますので雪の被害に気をつけてくださればと思いま 

す。 

本日は２月総会という事で、慎重審議のもと、承認決定されます事をお願い致しま 

して開会の挨拶と致します。 

 

事務局長（中野拓哉） 

それでは、農業委員会会議規則第５条の規定により、会長が議長となり、議事を進 

行致します。会長、宜しくお願い致します。 

 

議 長（藤本正彦会長） 

ただいまの出席委員は、３６名中３１名です。定足数に達しておりますので、本日 

の会議は成立致します。 

 

議 長（藤本正彦会長） 

これより議事に入ります。まず議事日程第１の議事録署名委員の選任を行います。 

「つがる市農業委員会会議規則」第１３条第２項に規定する議事録署名委員ですが、 

議長において指名することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声があり） 

 

議 長（藤本正彦会長） 

ご異議なしと認めます。よって議事録署名委員には１４番 新岡亮委員、１５番 吉田

秀美委員を指名致します。 

次に議事日程第２の会期についておはかり致します。会期は、本日一日とすること 

に、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声があり） 

 

議 長（藤本正彦会長） 

ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日一日と決定致しました。書記には、 

事務局職員を任命致します。 

それでは、これより議事日程第３の提出議案等の上程を行います。提出議案は、お 

手元に配布のとおりであります。 

 

　  報告第　２号　農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

　　報告第　３号　公売買受適格者に係る農地法第３条許可書の交付について 

議案第１０号　農地法第３条第１項の規定に基づく許可処分の取消しについて 

議案第１１号　農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

　　議案第１２号　農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

議案第１３号　農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

議案第１４号　農地に該当するか否かの判断について 

議案第１５号　農用地利用集積等促進計画作成の要請について 
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以上、報告 2件、議案 6件、計 8件を上程致します。 

 

議 長（藤本正彦会長）　 

はじめに、「報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について」、 

「報告第３号 公売買受適格者に係る農地法第３条許可書の交付について」、以上２件を 

事務局から報告させます。 

 

事務局報告（坂本主事） 

議案の１ページをお開きください。報告第２号について説明致します。 

「農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について」。農地法施行規則第６ 

８条第１項の規定により下記のとおり合意による解約等に係る通知書を受理したので 

報告する。令和８年２月６日提出、つがる市農業委員会会長。 

報告第２号は、１ページの番号２１番から６ページの３４番までの１４件です。解 

約は全て田で面積は合わせて１６８，２５７㎡となっております。解約の理由は全て 

合意による解約です。以上で報告を終わります。 

続いて、７ページをお開きください。報告第３号について説明致します。 

「公売買受適格者に係る農地法第３条許可書の交付について」。最高価買受申出人と 

なった買受適格者からの農地法第３条第１項の規定に基づく許可申請について、下記 

のとおり許可書を交付したので報告する。令和８年２月６日提出、つがる市農業委員 

会会長。 

３ページ番号１番は、令和８年１月１６日の屏風山土地改良区の公売入札に参加す 

るため買受適格証明願の申請がなされ、先月、１月７日の総会において買受適格者の 

証明がされたものです。最高価買受申出人となった買受適格者に対し、申請時と事情 

が変わらないため、１月２０日に農地法第３条許可書を交付しました。以上で報告を 

終わります。 

 

議 長（藤本正彦会長）　 

報告については、以上のとおりと致します。 

 

議 長（藤本正彦会長） 

次に、「議案第１０号 農地法第３条第１項の規定に基づく許可処分の取消しについ 

て」を議題と致します。説明を求めます。 

 

事務局説明（坂本主事） 

８ページをお開きください。議案第１０号について説明致します。 

「農地法第３条第１項の規定に基づく許可処分の取消しについて」。農地法第３条第 

１項の規定に基づく許可処分について、別紙のとおり取消し願の提出があったので承 

認を求める。令和８年２月６日提出、つがる市農業委員会会長。 

本案件は１件で次の９ページが取消し願の写しとなっております。令和７年１０月 

３日の総会で農地法第３条による賃貸借の許可を受けたもので、取消しの理由は「貸 

借の許可を取り消して、売買するため。」ということです。なお、次の議案１１号にお 

いて、１５ページ番号１２２番で本案件の土地の売買について許可申請書が提出され 
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ております。以上で説明を終わります。 

 

議 長（藤本正彦会長）　 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（なしの声があり）  

 

議 長（藤本正彦会長）　 

ないようですので、議案第１０号の質疑を終結致します。 

これより、議案第１０号を採決致します。おはかり致します。議案第１０号は、原 

案のとおり許可することに、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声があり） 

 

議 長（藤本正彦会長）　 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１０号は、原案のとおり許可することに決 

　　定致しました。 

 

議 長（藤本正彦会長） 

次に、「議案第１１号　農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可につい 

て」を議題と致します。説明を求めます。 

 

事務局説明（坂本主事） 

　　　議案の１０ページをご覧ください。議案第１１号について説明致します。「農地法第 

　　３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について」。農地法施行令第１条の規定に 

より下記のとおり許可申請書の提出があったので審議を求める。令和８年２月６日提 

出、つがる市農業委員会会長。 

議案第１１号は、番号１０９番から４６ページの番号１７６番までの６８件です。 

内訳は、所有権移転の「あっせんによる売買」の申請が１３件で面積は田が８０，５ 

８４㎡、畑が３５，４５６㎡、樹園地が５，１５８㎡。「一般の売買」の申請が３件で 

面積は田が９，３９９㎡、畑が３１９㎡。「贈与」の申請が６件で面積は田が２９，０ 

５２㎡、畑が５，４７１㎡、樹園地が２，２４０㎡です。また、「賃貸借」の申請が４ 

５件で面積は田が７６１，２６９㎡、樹園地が２，９９４㎡。なお、その内の１件、３ 

８ページの番号１６２番は自身が代表を務める法人への「賃借権の移転」の申請とな 

っております。その他、「使用貸借」の申請が１件で面積は樹園地が３，３３２㎡です。 

全案件とも別添の農地法第３条調査書１ページから２３ページのとおり、許可要件の 

全てを満たしていると思われます。 

次に、売買価格について説明します。１０ページの１０９番の畑は総額１１０万円、 

１０a当たり５万９千円、１１ページの１１０番と１１１番の畑はともに１０a当たり 

８万円、１１２番の田は総額１００万円、１０a当たり２０万１千円、１２ページの１ 

１３番の樹園地は１０a当たり４０万円、１１４番の田は総額３００万円、１０a当た 

り２１万８千円、１１５番の樹園地は総額１１５万円、１０a当たり２５万６千円、１ 
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３ページの１１６番の田は総額５００万円、１０a当たり２５万９千円、１１７番と 

１１８番の田はともに１０a当たり２５万円、１４ページの１１９番の田は総額８０ 

万円、１０a当たり２８万９千円、１２０番の田は１０a当たり３０万円、１４ペー 

ジから１５ページの１２１番の田は総額８００万円、１０a当たり３１万９千円、１ 

２２番の田と畑は総額１００万円、１０a当たり２３万２千円、１６ページの１２３ 

番の田は総額９００万円、１０a当たり２０７万６千円、１２４番の田は総額８万円、 

１０a当たり７万５千円となっております。以上で説明を終わります。 

 

議 長（藤本正彦会長）　 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（なしの声があり） 

 

議 長（藤本正彦会長）　 

ないようですので、議案第１１号の質疑を終結致します。 

これより、議案第１１号を採決致します。おはかり致します。議案第１１号は、原 

案のとおり許可することに、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声があり） 

 

議 長（藤本正彦会長）　 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１１号は原案のとおり許可することに決定 

致しました。 

 

議 長（藤本正彦会長） 

　　　次に、「議案第１２号　農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可につい 

て」を議題と致します。 

この案件については、２６番 工藤恒實委員、３１番 稲葉武彦委員、３５番 神文敏 

委員、３６番 浅見春樹委員が関係している事案でございますので、農業委員会等に関 

する法律第３１条の規定に基づき、「議事参与の制限」により、当該事案の審議開始か 

ら終了まで退席をお願いします。関係議案終了後に入室、着席していただきます。 

 

（２６番 工藤恒實委員、３１番 稲葉武彦委員、３５番 神文敏委員、３６番 浅見春樹委 

員退席） 

 

議 長（藤本正彦会長） 

　　　それでは、議案第１２号について説明を求めます。 

 

事務局説明（坂本主査） 

　　　議案の４７ページをお開きください。議案第１２号について説明致します。議案第 

１２号は、番号９１３番から５０ページの９１７番までの５件です。内訳は、所有権 

移転の「あっせんによる売買」の申請が２件で面積は田が２０，５０７㎡です。また、 
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「賃貸借」の申請が３件で面積は田が２８，６１９㎡です。全案件とも別添の農地法 

第３条調査書２４ページから２５ページのとおり、許可要件の全てを満たしていると 

思われます。 

次に売買価格ですが、４７ページから４８ページの９１３番の田は１０a当たり２ 

５万円、９１４番の田は１０a当たり３０万円となっております。以上で説明を終わ 

ります。 

 

議 長（藤本正彦会長） 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（なしの声があり） 

 

議 長（藤本正彦会長）　 

ないようですので、議案第１２号の質疑を終結致します。 

これより、議案第１２号を採決致します。おはかり致します。議案第１２号は、原 

案のとおり許可することに、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声があり） 

 

議 長（藤本正彦会長）　 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１２号は原案のとおり許可することに決定 

致しました。 

　　　２６番 工藤恒實委員、３１番 稲葉武彦委員、３５番 神文敏委員、３６番 浅見春 

樹委員、入室願います。 

 

（２６番 工藤恒實委員、３１番 稲葉武彦委員、３５番 神文敏委員、３６番 浅見春樹委 

員が入室し着席） 

 

議 長（藤本正彦会長） 

次に、「議案第１３号　農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見 

　　について」を議題と致します。説明を求めます。 

 

事務局説明（吉田専門員） 

　　　５１ページをお開きください。議案第１３号「農地法第５条第１項の規定に基づく 

農地転用許可に係る意見について」農地法第５条第３項の規定により、下記のとおり 

許可申請書の提出があったので、県知事に送付するため意見を求める。令和８年２月 

６日提出、つがる市農業委員会会長。 

番号２番３番の申請地は、牛潟町の田５筆で面積が１３，６２０㎡です。砂地部分 

を掘削し保水を高めるため借受人による１年間の使用貸借権設定の一時転用です。周 

辺は農地や山林であるが、一時的な利用に供するものであり、周辺の農地等に係る営 

農条件への支障はないものと思われます。以上で説明を終わります。 
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議 長（藤本正彦会長） 

説明が終わりました。質疑に入る前に、現地確認の報告を求めます。１番 松橋正行 

委員、報告をお願い致します。 

 

（１番 松橋正行委員報告） 

　　　現地確認の報告を致します。本日午前１０時００分より、「１２」番「野宮」委員と 

私「１」番「松橋」事務局長と吉田専門員の４人で確認してまいりました。 

番号２番３番の申請の場所は、牛潟公民館より北西に約２キロメートルに位置し、 

周辺は農地や山林であるが、農地等に係る営農条件への支障はないものと見てまいり 

ました。以上で現地確認の報告を終わります。 

 

議 長（藤本正彦会長）  

報告が終わりました。これより質疑を行います。  

 

（異議なしの声があり） 

 

議 長（藤本正彦会長） 

　　　ないようですので、議案第１３号質疑を終結致します。 

　　　これより、議案第１３号を採決致します。  

議案第１３号は、原案のとおり許可相当とし、県知事に送付することに、ご異議ご 

ざいませんか。 

 

（異議なしの声があり） 

 

議 長（藤本正彦会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１３号は、原案のとおり許可相当とし、県 

知事に送付することに決定致しました。 

 

議 長（藤本正彦会長） 

次に、「議案第１４号 農地に該当するか否かの判断について」を議題と致します。 

説明を求めます。 

 

事務局説明（吉田専門員） 

５２ページをご覧ください。議案第１４号「農地に該当するか否かの判断について」。 

耕作放棄地に係る農地法第２条第１項に規定する「農地」に該当するか否かの判断に 

ついて、審議を求める。令和８年２月６日提出、つがる市農業委員会会長。 

５３ページをお開きください。表の左から、土地の所在地、地目、面積、所有者氏 

名、耕作放棄地の把握年月日、今年度の現況確認年月日となっています。委員のお手 

元に、現地調査結果報告書を配布しています。地区ごとに農業委員３名と事務局で調 

査し「既に森林の様相を呈しているなど農地に復元することが困難である。」と判断し 

非農地として確認しています。内訳としましては、森田地区、田が２筆で１，２４７ 

㎡、となっております。本日の総会で非農地と判断された場合には、今月末頃までに 
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所有者またはご家族の方に非農地通知書を発送する予定です。以上で説明を終わりま 

す。 

 

議 長（藤本正彦会長） 

説明が終わりました。農業委員３名と事務局職員に現地調査と、その状況を確認さ 

せております。「農地に該当するか否かの現地調査結果報告書」の写しをお手元に配布 

しておりますので、現地確認の報告を省略致します。これより質疑を行います。 

 

（なしの声があり） 

 

議 長（藤本正彦会長） 

ないようですので、議案第１４号の質疑を終結致します。 

これより、議案第１４号を採決致します。おはかり致します。議案第１４号は「非 

　　農地」と判断することにご異議ございませんか。 

 

(異議なしの声があり) 

 

議 長（藤本正彦会長） 

ご異議なしと認めます。よって議案第１４号は「非農地」と判断することに決定致 

　　しました。 

 

議 長（藤本正彦会長） 

次に「議案第１５号　農用地利用集積等促進計画作成の要請について」を議題と致 

　　します。説明を求めます。 

 

事務局説明（吉田専門員） 

　　　それでは５４ページをご覧ください。議案第１５号について説明致します。「農用地 

　　利用集積等促進計画作成の要請について」。農地中間管理事業の推進に関する法律第１ 

　　８条第１１項の規定により、農地中間管理機構に対し、農用地利用集積等促進計画の 

　　作成を要請することについて、農業委員会の決定を求める。令和８年２月６日提出、 

　　つがる市農業委員会会長。 

議案第１５号の件数については、一括方式の貸借が２件となっております。５５ペ 

ージをご覧ください。番号４番。利用権を設定する農用地は、富萢町早緑の田１筆で、 

面積は７，１１５㎡です。期間は５年間で、賃借料は１０a　２０，０００円となっ 

ております。続いて番号５番。利用権を設定する農用地は、森田町上相野の田３筆で、 

面積は７，８２４㎡です。期間は５年間で、無償の使用貸借となっております。なお、 

作成要請する促進計画案は、あおもり農業支援センターにより作成され、つがる市農 

業委員会会長名により３月中旬頃に認可・公告される予定です。以上で説明を終わり 

ます。 

 

議 長（藤本正彦会長） 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 



9 

 

（なしの声があり） 

 

議 長（藤本正彦会長） 

ないようですので、議案第１５号の質疑を終結致します。 

これより、議案第１５号を採決致します。 

おはかり致します。議案第１５号は、原案のとおり要請することにご異議ございま 

　　せんか。 

 

（異議なしの声があり） 

 

議 長（藤本正彦会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１５号は、原案のとおり要請することに決 

　　定致しました。 

 

議 長（藤本正彦会長） 

次に、議事日程第４の諸般の報告について、事務局から説明があります。 

 

事務局説明 

１．次期総会日程（案）について  （中野事務局長） 

１）日  時　　令和８年３月４日(水)　  午後２時００分より 

場  所　　つがる市役所　３階会議室 

 

２）日  時　　令和８年４月７日(火)　　午後４時００分より 

場  所　　生涯学習交流センター「松の館」２階　視聴覚室 

 

２．事務連絡　 

　１）令和８年 つがる市農業委員会新年会収支決算報告（村田次長） 

２）令和８年度 農業委員会新年度交流会について(村田次長） 

３）農用地のあっせんのお願いについて（坂本主事） 

４）農業者年金加入推進活動について（竹内副参事） 

 

議 長（藤本正彦会長） 

以上で、本日の議案の審議ならびに報告事項はすべて終了致しました。その他の件 

　　について、委員より発言がございましたら、お願いします。 

 

（発言がなし） 

 

議 長（藤本正彦会長） 

以上をもって、「令和８年第２回（２月）つがる市農業委員会総会」を閉会致しま 

　　す。


